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申込・問合先 林務課 ☎35⊖3143

国
民
年
金
保
険
料
は
納
付
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

　

平
成
28
年
4
月
分
か
ら
平
成
29
年
3

月
分
ま
で
の
国
民
年
金
保
険
料
は
、
月

額
１
万
６
，２
６
０
円
で
す
。

　

保
険
料
は
納
付
書
に
よ
り
金
融
機

関
・
郵
便
局
・
コ
ン
ビ
ニ
で
納
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
便
利
で
お
得

な
口
座
振
替
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
納
付
も

で
き
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請

　

保
険
料
を
納
め
忘
れ
の
状
態
で
、

万
一
、
障
が
い
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮

で
未
納
期
間
が
あ
る
場
合
は
お
早
め
に

手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
は
市
民
課
（
本
庁
1
階
・
②
窓

口
）
や
各
支
所
地
域
振
興
課
、
年
金

事
務
所
で
受
け
付
け
ま
す
。

※
印
鑑
と
年
金
手
帳
、
離
職
し
た
場
合

は
離
職
票
な
ど
が
必
要
で
す
。

の
事
態
が
発
生
す
る
と
、
障
害
基
礎
年

金
や
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
く

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
な
ら
な
い
た
め
、
所
得

が
少
な
い
な
ど
、
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
が
難
し
い
場
合
は
未
納
の
ま
ま
に
せ

ず
、
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶

予
制
度
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
今

年
度
の
申
請
受
付
は
7
月
か
ら
で
す
。

　

ま
た
、
免
除
申
請
は
2
年
1
カ
月
前

ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
の
で
、
平
成
26
・
27
年
度
分

地域材（市産材）を使った木造住宅
建築を応援します

～東濃桧と飛驒の杉の家づくり支援事業～

飛驒の杉と東濃の桧を使って
家づくりをしませんか？

　高山市産材と中津川市産材を使って新築または増改
築された建築主に対して、主な構造材１㎥あたり２万円
の補助が両市から受けられます。
　ただし、主な構造材全体の60％に高山市産材と中津
川市産材を使用することが要件となります。高山市産材
のみの場合は高山市単独の助成事業（匠の家づくり支
援事業）の対象になります。
補助対象者　高山市または中津川市に本店・支店・営

業所を有する事業所を使って建築物を建築される建
築主の方

建築場所　市内または市外（国内に限る）
補助金額　主な構造材への市産材使用量が１㎥あたり

２万円（新築の場合は上限50万円、増改築の場合は
上限20万円）

主な構造材　土台、柱、梁など
※詳細はお気軽にお問い合せください。

ふるさとの美しさを保護・継承
美しいふるさと認証制度

目
的

　

ふ
る
さ
と
の
有
形
無
形
の
伝
統
文
化
や
文
化
財
の
保
存
活
用
、ま
た

は
美
し
い
景
観
の
保
全
な
ど
を
目
的
と
し
た
団
体
や
個
人
の
活
動
を
認

証
す
る
こ
と
で
、住
民
の
郷
土
愛
の
醸
成
や
地
域
の
持
続
的
な
維
持
発

展
な
ら
び
に
今
後
の
活
動
の
活
性
化
を
目
指
し
ま
す
。

応
募
内
容

●
高
山
固
有
の
伝
統
文
化
、文
化
財
、景
観
等
を
守
る
活
動
を
行
っ
て
い

　

る
団
体
や
個
人
を
募
集
し
ま
す（
自
薦
他
薦
は
問
い
ま
せ
ん
）。

●
応
募
い
た
だ
い
た
団
体
等
を
審
査
の
う
え
、認
証
し
ま
す
。

●
市
制
記
念
日
に
認
証
章
を
授
与
し
ま
す
。

今
年
度
の
応
募
方
法

　

文
化
財
課
ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課
に
あ
る
申
込
書
に
必
要
事

項
を
記
入
の
う
え
、８
月
26
日
㈮
ま
で
に
窓
口・ 

MAIL

※
申
込
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

申

込

問
合
先

広
報
ID

文
化
財
課
☎
35-

３
１
５
６

M
ail:bunkazai@

city.takayam
a.lg.jp
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